


休眠預金活用事業 事業計画書 【2023年度 活動支援団体】

 

基本情報

コンソーシアムの有無

優先的に解決すべき社会の諸課題

領域／分野

(1) 子ども及び若者の支援に係る活動

① 経済的困窮など、家庭内に課題を抱える子どもの支援

② 日常生活や成長に困難を抱える子どもと若者の育成支援

③ 社会的課題の解決を担う若者の能力開発支援

⑨ その他

(2)日常生活又は社会生活を営む上での困難を有する者の支援に係る活動

④ 働くことが困難な人への支援

⑤ 孤独・孤立や社会的差別の解消に向けた支援

⑥女性の経済的自立への支援

⑨ その他

(3)地域社会における活力の低下その他の社会的に困難な状況に直面している地域の支援に係る活動

⑦ 地域の働く場づくりや地域活性化などの課題解決に向けた取組の支援

○ ⑧ 安心・安全に暮らせるコミュニティづくりへの支援

⑨ その他

SDGsとの関連

Ⅰ.団体概要

(1)設立目的・理念 176/200字

(2)団体の主な活動 199/200字

Ⅱ.事業概要

(終了) 対象地域

事業概要

747/800字

Ⅲ.事業の背景・課題

(1)支援対象として想定している団体が抱える事業実施上、組織運営上の課題とその背景 837/1000字

(2)課題に対する行政や中間支援団体等による既存の取組み状況 275/400字

(3)休眠預金等交付金に係わる資金の活用により本事業を実施する意義 274/400字

2024/10/1 2027/3/31

支援対象団体が抱える事業場の課題として、2023年度に当法人が受託し実施した復興庁事業でのアンケート調査によると、支援対象想定団体が被災者の個別状況を把握することや支援施策情報等の把握、支援者国や地域の社会資源との連携を構築

していくことに課題を感じていることが伺えた。背景としては、震災直後には避難所へ、数週間後には二次避難へ、数か月後には民間借り上げ住宅へ、さらに数年後には公営住宅へと転居を強いられるなど、生活基盤が安定しない避難由来の課題

が多い状況から、長期避難により就労・就学先の問題、生活困窮の問題、心のケアに関する問題など、生活に関する問題へと移行することで、避難者の課題そのものが個別化・複雑化してきたことにより、一つの団体で対応することは困難な問題が

多く、地域での連携が必須とならざるを得ない状況が、当法人が福島県より受託している事業の傾向から伺える。

また、組織運営上の課題としては、復興庁のコーディネート事業を実施し、福島県内の団体の課題等を把握してきたところだが、もともと財政的基盤が脆弱なNPO等の支援団体が多いことに加え、東日本大震災から10年を契機に、復興財源の縮小

に伴い大型の民間助成金が終了し、活動を縮小・終了せざるを得ない状況がある。また長期的な避難者支援に伴い、支援団体内部の中心人物が高齢化したことや、意欲的なボランティア等の関心も薄れつつあるなど、人的な問題から団体活動を縮

小・中止せざるを得ない面があり、団体そのものの持続可能性が懸念される。

今般の原子力災害に伴う長期的な避難者支援については、各地域において想定していない避難者が押し寄せ、さらに放射線被害の影響も明確で無いことから風評被害への配慮も必要とされ、準備も十分で無く先行きも不透明なまま、長期的な避難

者支援を実施してきた。今後の避難者支援の継続、また新たな大規模災害への備えとしても、一つの団体で対応できる支援には限界があり、多様な分野の関係機関との連携が求められる。

今後予想される巨大災害での広域避難を備え、全国規模で避難者支援を実施していくことができるようにするため、全国数か所において、東日本大震災等から避難者を支援している団体や今後支援を行おうとしている団体

を対象に、専門家による研修や地域の実情に合わせたケーススタディ等を行う。研修においては、地域の士業等の専門家も招聘することにより、それぞれの地域での連携を一層構築しやすくなるように進めていく。

また、研修等の他に、支援対象団体どうしが意見交換できる場を設けることで、長期的な支援活動に際しては、支援者が疲弊してしまう状況等も共有しながら、支援者どうしが支え合う関係性の構築の一助とする。

なお、避難者支援を行う団体の育成や避難者支援における連携促進を行う背景として、現在の災害対応については各自治体が対応することが基本となり、自治体を越えての避難を要する場合、避難元自治体の情報が届き

にくい面があることや、避難先での生活課題については避難先での自治体との連携が必須となる。しかし、各自治体においては、そもそも社会資源が異なることや活動している支援団体が異なることもあり、同じ避難元

の避難者でも避難先により支援の格差が生じている。さらに長期的な避難を強いられる避難者に対しては、避難先において、生活再建へ向けたサポートを展開しながら地域の社会資源につながるための窓口が必要とな

る。しかし、自治体を越えた広域的な対応が求められる場合において、現行の法制度上、国や都道府県で実施できることも限界があり、この事業を実施することにより、実行団体となりうる団体を育成しながら、それぞ

れの地域において支援のプラットフォームを構築するとともに、全国的な広域避難の支援体制となるネットワークを形成できるようにする。

行政組織として長期的な避難者支援を所管している部署はほとんどなく、今般の東日本大震災による福島県からの避難者を対象とした相談窓口を設置する事業は、2016年度から福島県からの受託により実施している。よって当該事業により今後の

災害に対応することはできないため、今後の大規模災害による広域避難についての支援体制は整っておらず、長期的な避難支援となることも踏まえながら、一からの構築していく必要がある。また、避難者支援や防災を専門に所管する行政部署や

民間団体も少ないことから、福祉部門、市民協働部門、コミュニティ部門の関係機関が連携して取り組む必要がある。

避難者に対する支援に関しては、未だ十分な法整備がされているとは言えず、民間公益活動の担い手による避難者支援が期待され、休眠預金により本事業を実施することにより避難者支援の団体が持つ支援力が向上し、全国において支援窓口ができ

ることになり、今後の大規模災害による広域避難者への支援が可能となる。既に全国各地域で大規模災害が予測され、東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故で経験した地震被害、津波被害、放射線被害、風評被害に見舞われる可能

性が予想されるものの、公民ともに備えに関する資金は十分では無いため、休眠預金等交付金を活用する意義が高い。

東日本大震災及び原子力災害に加え、今後、発生が想定されている大規模災害の復興活動においても多様な主体との協働により、早期復興が成し遂げられることを目的として当法人は設立された。東日本大震災及び原子力災害が投げかけた課題の

解決に取り組む多様な主体が連携を深化させ、人口減少・経済格差・社会的孤立の拡大に取り組む「共に助け合う市民社会・ふくしま」を目指す。

①復興庁の交付金により、被災地域における支援活動団体のマッチングや情報提供、心のケアや生活困窮者支援に関わる団体のネットワーク化の取組みを実施。

②福島県からの受託により、県外への避難者を支援するため、全国26か所に民間団体と連携し、相談窓口を設置し、避難者からの相談対応に当たっている。

③地域おこし協力隊などの地域の担い手づくりをサポートする復興支援専門員事業を福島県から受託し、実施している。

実施時期 (開始)

資金提供契約締結日 採択後の契約時に用いる欄です

全国

_17.パートナーシップで

目標を達成しよう

17.17 マルチステークホルダー・パートナーシップ   さまざまなパートナーシップの

経験や資源戦略を基にした、効果的な公的、官民、市民社会のパートナーシップを奨

励・推進する。

県内で展開してきた関係機関との連携や全国各地の支援団体とのネットワークを活用した支援を教訓として、対象となる支援団体が地

域内外のあらゆる団体との連携を発展させ、長期的な避難を支援する。

ゴール ターゲット 関連性の説明

支援内容分野2

支援内容分野3

その他の解決すべき社会の課題

支援内容分野4

申請団体 活動支援団体

活動支援団体 事業名（主）

事業名（副）

団体名

広域的なネットワークと支援プラットフォームを支える担い手育成

原子力災害を教訓とした連携窓口の育成

支援対象区分

支援内容分野1

あり一般社団法人ふくしま連携復興センター

②民間公益活動の担い手育成

A事業実施

必須入力セル

任意入力セル

申請時入力不要



Ⅳ.活動支援プログラムの内容

(2)-1 支援対象とする団体の想定：支援対象として想定する団体の、活動地域・分野・内容 289/400字

(2)-2 支援対象とする団体の想定：支援対象として想定する団体の、組織形態・規模 202/400字

(3)活動支援プログラムによって支援を受けた団体が社会にもたらす変化/インパクト（中長期アウトカム） 235/200字

(4)-1 活動支援プログラムの目的（短期アウトカム発現によって事業期間中に達成される事業の中心的な事業目的） 36/100字

活動支援プログラムの目的 指標 100字 初期値/初期状態 100字 中間評価時の値/状態 100字 目標値/目標状態（目標達成時期） 100字

(4)-2 短期アウトカム（事業期間中に達成される目標）

短期アウトカム 100字 指標 100字 初期値/初期状態 100字 中間評価時の値/状態 100字 目標値/目標状態（目標達成時期） 100字

100字 指標 100字 中間評価時の値/状態 100字 事後評価時の値/状態 100字

事後評価時の値/状態 100字

(4)-4 活動（誰がどのような形態で何をするか） 200字 時期・期間

(4)-5 インプット

人材

資機材

リース（PC、Wifi、サーバー、プリンター、車両、スマートフォン）

モニタリ

ング指標

0101_それぞれの団体が長期的な避難者支援の実情を理解する

指標：研修会に参加した団体数、参加回数、参加人数

0102_長期的な避難者支援に関して、受入地域に求められる環境を理解

し、関係機関が連携する必要性を認識する

指標：地域内の研修会に参加した団体数

0103_各地域の支援プラットフォームが広域的に繋がる体制の必要性を認

識する

指標：情報交換会、視察研修に参加した団体数

A：支援対象団体が新たに関係を構築する

2団体×4地域＝8団体

B：各地域で研修に参加する5団体×4地域

＝20

01_全国の各地域の支援団体が、関係機関と連携し、長期的な

避難者支援を習得している。

モニタリ

ング指標

A:地域内で新たな関係機関との連携を進

めている団体数

B:研修会等へ参加した団体の総数

〇

(4)-3 アウトプット

（活動の実施により生み出された結果）

事業採択２年目、３年目に１回ずつ開催する。

公募時、決定時、その他必要に応じ適宜実施する。

決定後、訪問時、その他必要に応じ実施する。

事業採択１年目に２回、２年目に４回、３年目に４回開催する。

その他オンラインで事業期間中に10回開催する。

１年に１回ずつ実施する。

事業採択２年目に１回開催する。

010101_避難者支援に関する研修会を開催する（全体研修会）

当団体が専門家講師を招聘し会場にて開催する。

010102_避難者支援を行う上での各団体の課題を抽出する（ヒアリング）

当団体が対象支援団体訪問時及びオンラインにて実施する。

010201_各地域で連携が必要な関係機関を抽出する（地域調査）

当団体がWEB及び現地訪問にて実施する。

010202_各地域で関係機関を含めた研修会を開催する（地域研修会）

当団体が専門家講師を招聘し会場及びオンラインで実施する。

010301_支援プラットフォームどうしの活動状況の共有を図る（情報交換会）

当団体が各支援対象団体に呼びかけオンラインにて実施する。

010302_地域的な取組みが行われている先進地の事例を視察する（先進地研修）

当団体が視察先と調整し、参加可能な団体・専門家と同行し実施する。

合計3名（事業総括責任者1名、執行責任者1名、窓口担当1名）

-

-

支援対象団体が、各地域においては、様々な団体や関係機関と壁隔てない関係性を構築し、全国の支援拠点とお互いの活動に関するノウハウ・情報等を密接に共有し、長期的な避難者に対する心のケアや生活困窮等のあらゆる課題に対し、地域内

外のネットワークを活用した支援活動の中心的な役割を担いながら、継続的に支援活動を展開している。そのことにより、地域内外の関係機関が積極的な関わり合いを持ち、支援者どうしが支え合いながら、長期避難者への支援が継続され、避難

者が安心した生活を送っている。

4団体(1)支援対象団体数

支援対象団体が、大災害に見舞われた地域からの避難者を受入れている地域において、震災直後の避難所、数週間後の二次避難所、数か月後の民間借上げ住宅、数年後の公営住宅における避難者に対し、生活困窮や心のケアの相談など、それぞれ

のステージに応じ、長期的に生活再建に必要な支援を実施している団体を想定している。県内においては、様々な活動を通してコミュニティづくりや生きがいづくりをしてきた団体や、子どもの居場所や子育てする親からの相談対応を行っている団

体などを想定している。県外においては、避難先での避難先での生活相談や避難元の情報提供や相互交流などに取り組んできた団体等を想定している。

支援対象団体の法人形態については、本事業期間内においては、特定非営利活動法人、一般社団法人・一般財団法人（非営利）の法人格を有する団体を想定し、数百万程度の事業規模により、少数のメンバーで活動している団体を想定している。

本事業終了後、将来的にはコミュニティ団体や協議会等の法人格を有しない任意団体なども検討しており、それぞれの地域において窓口となり、他の地域との連携を図ることができる団体を想定している。

広域的な避難者支援の体制整備に向け各地域で支援プラットフォーム

を形成する

支援プラットフォームの形成に向けた取組みを

進めている地域数

- 支援対象とする地域（県内２地域、県外

２地域）の全てで取組みが開始されるこ

とを目標とする





03-1_評価計画

評価スケジュール・実施体制

事前評価 中間評価 事後評価

実施時期 2024/4/1 2025/4/1 2027/1/31

提出時期 2024/4/12 2025/4/1 2027/3/31

実施体制 活動支援団体のスタッフ

活動支援団体のスタッフ

支援対象団体のスタッフ

外部協力者

活動支援団体のスタッフ

支援対象団体のスタッフ

外部協力者

必要な調査 関係者へのインタビュー アンケート調査 アンケート調査

ワークショップ ワークショップ

評価関連経費（円） 0円 500,000円 500,000円

内) 外部委託費（円） 0円 200,000円 200,000円



03-1_評価計画

評価表

評価の要素 課題の分析

評価項目 課題の妥当性

評価小項目
解決しようとする支援対象者の課題は、社会課題の解決の担い手育

成に繋がるか。

評価基準・判断方法

（指標など）
多様な関係者の意見

評価基準・判断基準値

（目標値/状態など）

事業内容が「多様な関係者」に共有され、事業に対する意見や提案

をそれぞれの関係者から聞けているか。

測定方法・必要なデータ 定性的データ

測定方法・情報源 広域避難に関する各種会議

各地域で支援活動を行う団体

測定方法・データ収集方法 会議での意見、支援団体からの聞き取り

評価時期 事前評価

評価の要素 課題の分析

評価項目 支援対象の妥当性

評価小項目
支援対象団体はどのような問題、関心、期待、懸念を持っている

か。

評価基準・判断方法

（指標など）
支援対象団体から収集した情報の整理

評価基準・判断基準値

（目標値/状態など）

対象グループからヒアリングした内容が明確に整理されている状

態。

測定方法・必要なデータ 定性的データ

測定方法・情報源 広域避難に関する各種会議

各地域で支援活動を行う団体

測定方法・データ収集方法 会議での意見、支援団体からの聞き取り

評価時期 事前評価

1

2

2/7



03-1_評価計画

評価表

評価の要素 事業設計の分析

評価項目 事業設計の妥当性

評価小項目
目標達成・課題解決の道筋はツール（ロジックモデル）を使って整

理されているか。

評価基準・判断方法

（指標など）
ロジックモデルの作成

評価基準・判断基準値

（目標値/状態など）
ロジックモデルの妥当性について、関係者間で合意できている。

測定方法・必要なデータ 定性的データ

測定方法・情報源 広域避難に関する各種会議

評価検討会

測定方法・データ収集方法 ワークショップ

評価時期 事前評価

評価の要素 事業設計の分析

評価項目 事業計画の妥当性

評価小項目
アウトカムやアウトプットの達成状況や活動の進捗状況が把握でき

るように指標を設定しているか。

評価基準・判断方法

（指標など）

指標となる目標値や状態は、実現可能な数値・状態であることが関

係者で合意できているか。

評価基準・判断基準値

（目標値/状態など）
目標値とアウトプットの比較

測定方法・必要なデータ 定量的データ

測定方法・情報源 広域避難に関する各種会議

評価検討会

測定方法・データ収集方法 定量データの収集

評価時期 事前評価

3

4

3/7



03-1_評価計画

評価表

評価の要素 実施状況の分析

評価項目 実施状況の適切性

評価小項目 事業は計画どおりに実施されているか。

評価基準・判断方法

（指標など）

取組への不参加理由及び現在の困りごとを確認・分析できている

か。

評価基準・判断基準値

（目標値/状態など）
参加団体数と参加地域数の割合

測定方法・必要なデータ 定量的データ

測定方法・情報源 参加対象団体、参加対象地域

測定方法・データ収集方法 アンケート調査

評価時期 中間評価

評価の要素 実施状況の分析

評価項目 実施を通した活動の改善、知見の共有

評価小項目 短期アウトカムの指標・目標値を改善する必要性はないか。

評価基準・判断方法

（指標など）
指標・目標値の改善の必要性について、関係者で合意できている。

評価基準・判断基準値

（目標値/状態など）
目標値と短期アウトカムの比較

測定方法・必要なデータ 定性的データ

測定方法・情報源 広域避難に関する各種会議

評価検討会

測定方法・データ収集方法 ワークショップ

評価時期 中間評価

5

6

4/7



03-1_評価計画

評価表

評価の要素 実施状況の分析

評価項目 組織基盤の強化

評価小項目
今後、事業実施において新たに関係構築が必要になるのは、どのよ

うな人や組織か、また、どのように連携を構築していくか。

評価基準・判断方法

（指標など）

連携構築のための活動が計画され、事業関係者で合意が取れてい

る。

評価基準・判断基準値

（目標値/状態など）
活動の必要性と、関連する団体のリスト化

測定方法・必要なデータ 定性的データ

測定方法・情報源 広域避難に関する各種会議

評価検討会

測定方法・データ収集方法 ワークショップ

評価時期 中間評価

評価の要素 アウトカムの分析

評価項目 アウトカムの達成度

評価小項目 事業を通して短期アウトカムは達成されたか。

評価基準・判断方法

（指標など）
短期アウトカムの目標値

評価基準・判断基準値

（目標値/状態など）
設定した目標とアウトカムとの比較・分析

測定方法・必要なデータ 定量的データ

測定方法・情報源 広域避難に関する各種会議

評価検討会

測定方法・データ収集方法 ワークショップ

評価時期 事後評価

7

8

5/7



03-1_評価計画

評価表

評価の要素 アウトカムの分析

評価項目 波及効果

評価小項目
地域住民や自治体・関係団体にどの程度事業や団体のことが認識さ

れたか。

評価基準・判断方法

（指標など）
多様な関係者や他の地域の意見

評価基準・判断基準値

（目標値/状態など）
事業の認知された数

測定方法・必要なデータ 定性的データ

測定方法・情報源 自治体・関係団体等

他の地域数

測定方法・データ収集方法 直接観察

評価時期 事後評価

評価の要素 アウトカムの分析

評価項目 事業の効率性

評価小項目
関係団体等と協働することで、事業の役割分担ができ、スムーズに

事業が進行されたか。

評価基準・判断方法

（指標など）

連携構築のための活動が計画され、事業関係者で合意が取れてい

る。

評価基準・判断基準値

（目標値/状態など）
各団体の役割分担のリスト化

測定方法・必要なデータ 定性的データ

測定方法・情報源 評価検討会

測定方法・データ収集方法 ワークショップ

評価時期 事後評価

9

10

6/7



03-2_事前評価結果

課題の分析（ニーズの分析）

課題の妥当性

■どのような団体のどのような課題を解決しようとするか。 □避難者支援を行う団体の長期的な活動の継続という課題を解決しようとしている

■想定する支援対象団体が抱える組織・活動上の課題を十分に把握しているか。 □県内外の150を超える類似団体のヒアリングを通して十分に把握できている

■組織・課題上の課題の問題構造を十分に把握しているか。 □NPO等の支援を通し、非営利活動を行う団体の組織上（人、モノ、金、情報）の構造を熟知している

■組織・活動上の課題の解決が、社会課題の解決の担い手育成につながるか。 □非営利活動を行う団体の課題解決が、法制度等で包含しきれない課題の解決の担い手育成に必須である

支援対象の妥当性

■支援対象団体の想定は適切か（対象、規模など）。 □これまで関わってきている約30団体のうち、4団体程度を対象としているため適切である

■想定する支援対象団体はどのような問題・関心・期待・懸念などを持っているか。 □資金の問題、人員及び高齢化の懸念、情報やノウハウへの関心を持っている

■想定する支援対象団体以外への波及はあるか。 □類似する支援団体は勿論、業種を異にする関係機関を巻き込んだ取り組みを予定している

■支援対象団体の課題解決にとって重要な関係者は誰か。 □全国各地の類似団体やそれぞれの地域における行政、社協、専門家等含めた関係機関

事業設計の分析（セオリーの分析）

事業設計の妥当性

■活動支援プログラムを通して最終的に達成したい目標や中間的なアウトカムが明示されているか。 □広域的で長期的な避難者を支援する体制ができことを目標と明示している

■活動支援プログラムを通して最終的に達成したい目標を立てる際に、支援対象団体や地域への負の影響の予防を検討でき

ているか。

□支援対象団体や地域にとって、押しつけるられているような感覚（負の影響）を抱かないよう、希望する団体・地域へプ

ログラムを提供することとしている

■目標の達成・課題解決の道筋は論理的であるか。 □法制度や資金源が充実していない中で、長期的に避難者の支援を継続するためには、必須な要素（手段）の一つとして、

地域内での連携強化や全国との繋がり構築は十分に論理的である

■目標・アウトカムや事業設計の内容の達成状況・進捗状況を測定できるように具体的な指標を設定しているか。 □目標の達成状況を参加した団体数や地域数を指標としており、具体的に測定できる指標となっている

■事業設計には多様な関係者の意見が反映されているか。 □全国的な支援団体、避難者支援に関する有識者、各地域の支援拠点らの意見を基に設計している

■達成したい目標に対して支援対象団体への期待は明確に設定され公表されているか。 □長期的な避難者支援という目標に対し、支援対象団体が地域内外の関係機関との連携を構築していくことを期待し、地域

プラットフォームの構築と広域的なネットワークの形成を設定している

事業計画の妥当性

■目標の達成・課題解決のための計画は、組織内の人的・金銭的・専門性やノウハウ・ネットワークの観点からみて合理的

であるか。

□組織内には、広域的に県外の団体と連携する部署、県内の他団体が参加するネットワークの事務局を務め個別に伴走支援

を行う部署があり、計画は合理的である

■支援対象団体がそれぞれ抱える組織・活動上の課題に応じた活動計画が検討されているか。 □避難者を支援している団体が、長期的に活動を継続するために、組織外との連携構築が検討されている

■支援対象団体から活動支援プログラムに対するフィードバックを得ることが盛り込まれているか。 □ヒアリング、研修会等、団体からの意見を聞く機会を盛り込んでいる

■支援対象団体が考える又は解決を希望する組織・活動上の課題と、組織診断等を踏まえて把握された組織・活動上の課題

が異なった場合の対策は検討されているか。

□連携構築の他、資金確保、人員確保等の課題が予想されるが、これまでの約150団体へのコーディネートしてきた取組みを

活かし、並行して伴走支援を行うことも検討している

■地域や分野における既存の類似支援（組織基盤強化プログラム等）を阻害する内容となっていないか。 □コンサル会社ではなく、自発的な活動や活動の強化を引き出す支援であるため、阻害することはない

実施状況の分析

実施状況の適切性

■活動支援プログラムの運営管理体制（進捗管理の仕組み、人員体制、意思決定過程の整理など）の計画に問題はないか。 □公共の委託事業に長けており、これまで同様、スケジュールに基づく進捗管理、チーム体制の構築、組織的な意思決定を

計画しており、運営管理体制に問題は無い

■アウトプットの指標は適切に設定されているか。 □アウトカムにつながるアウトプットとして活動から把握できる指標を設定している

■アウトプットの目標値、達成目標時期は妥当か。 □長期的な取組みになるが、本プログラムの年数・活動量を踏まえた適切な目標値で妥当である

■アウトプットの指標入手手段は適切か（入手が困難ではないか、費用がかかりすぎないか、進捗管理手段として使えるか

など）。
□アウトプットに関する指標は、参加した団体数などの実数を把握する指標となっており、進捗管理手段として可能である

■活動支援プログラムに関する知見や経験を蓄積し、社会に共有することが検討されているか。 □本プログラムを受けた団体は各地域で本プログラム同様の活動を展開し、他の地域でも同様のプログラムを展開し、社会に

共有することが検討されている。

■支援対象団体が組織・活動上の課題解決に取り組むに当たって必要な環境づくりは検討されているか。 □これまで行ってきた活動の延長上で、地域内外での連携構築を進め、負荷の少ない環境を作っている



 

資金計画書 バージョン

（契約締結・更新回数）
1

2024/10/01 2027/03/31

事業名

団体名

評価関連経費

合計

事業期間

活動支援団体

事業費

直接事業費

管理的経費

49,995,000

広域的なネットワークと支援プラットフォームを支える担い手育成

一般社団法人ふくしま連携復興センター

400,000

助成金

49,595,000

42,260,000

7,335,000

～



 

資金計画書資料　①助成概要

1. 事業費 [円]

2024年度 2025年度 2026年度 ー 合計

9,752,000 20,059,000 19,784,000 0 49,595,000

8,288,000 17,116,000 16,856,000 0 42,260,000

1,464,000 2,943,000 2,928,000 0 7,335,000 14.79%

2. 評価関連経費 [円]

2024年度 2025年度 2026年度 ー 合計 事業費 (A)に対する割合
助成上限に抵触した場合、

ERROR表示

0 200,000 200,000 0 400,000 0.81%

3. 合計 [円]

2024年度 2025年度 2026年度 ー 合計

9,752,000 20,259,000 19,984,000 0 49,995,000

助成上限に抵触した場合、

ERROR表示直接事業費

助成金計(A+B)

管理的経費

事業費 (A)

評価関連経費（B）

事業費(A)に対する割合



 

資金計画書資料　②自己資金・民間資金

(1)事業費の補助率

助成期間合計 95.20%

(2)自己資金・民間資金からの支出予定

自己資金・民間資金からの支出予定について、調達予定額、調達方法、調達確度等を記載してください。

予定額[円] 調達方法 調達確度

2,500,000 自己資金 A:確定済

自己資金・民間資金

合計 (D)

2,500,000

説明（調達元、使途、調達時期等）

助成金による補助率

(A/(A+D))



(1)団体組織情報

(2)代表者情報

(3)役員

(4)職員・従業員

都道府県 福島県

市区町村 福島市清明町

番地等 1-7 大河原ビル2F

団体情報入力シート

団体名 一般社団法人ふくしま連携復興センター

郵便番号 960-8062

団体種別法人格 一般社団法人 資金分配団体/活動支援団体

設立年月日 2011/07/01

法人格取得年月日 2011/12/01

電話番号 024-573-2732

WEBサイト (URL)

団体WEBサイト https://f-renpuku.org/

その他のWEBサイト

(SNS等)

https://www.facebook.com/f.renpuku/?ref=embed pag

代表者(1) 氏名 天野 和彦

役職 代表理事

フリガナ アマノカズヒコ

氏名

役職

役員数［人］ 8

代表者(2)

フリガナ

理事・取締役数［人］ 6

評議員［人］ 0

監事/監査役・会計参与数［人］ 2

上記監事等のうち、公認会計士または税理士数［人］ 0

非常勤職員・従業員数［人］ 0

有給［人］

無給［人］ 0

職員・従業員数［人］ 17

常勤職員・従業員数［人］ 17

有給［人］ 17

無給［人］

事務局体制の備考





(12)過去に休眠預金事業で助成を受けた実績

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

番号

対象 申請
左記で実行団体・支援対象団体として申請中・申請予定又は採択された

場合

年度 事業 種別・状況
申請中・申請予定又は採択された

資金分配団体又は活動支援団体名

申請中・申請予定又は採択された

事業名





2023/11/2

※黄色セルは記入が必要な箇所です。「記入箇所チェック」欄２箇所で、記入漏れがないかご確認をお願いします。

事業名： 広域的なネットワークと支援プラットフォームを支える担い手育成 記入箇所チェック 記入完了

団体名： 一般社団法人　ふくしま連携復興センター

過去の採択状況： 通常枠で資金分配団体（またはコンソーシアム構成団体）として採択されていない。

記入完了 記入完了 記入完了

(参考)JANPIAの規
程類

提出時期（選択） 根拠となる規程類、指針等 必須項目の該当箇所
※条項等

. . .

公募申請時に提出 定款 第３章　第１４条

公募申請時に提出 定款 第３章　第１5条

公募申請時に提出 定款 第３章　第１5条

公募申請時に提出 定款 第３章　第１5条

公募申請時に提出 定款 第３章　第１7条

公募申請時に提出 定款 第３章　第１7条２

公募申請時に提出 定款 第３章　第１４条

社団法人のため提出しな
い

. . .

公募申請時に提出 定款 第４章　第２３条３

公募申請時に提出 定款 第４章　第２３条３

. . .

内定後1週間以内に提
出

公募申請時に提出 定款 第５章　第33条

公募申請時に提出 定款 第５章　第3３条

公募申請時に提出 定款 第５章　第33条

公募申請時に提出 定款 第５章　第3４条

公募申請時に提出 定款 第５章　第3４条

公募申請時に提出 定款 第５章　第3５条

内定後1週間以内に提
出

⚫ 理事の職務権 . . .

理事の職務権限規程 公募申請時に提出 定款 第４章　第２５条

⚫ 監事の監査に関する規程 . . .

監事監査規程 公募申請時に提出 定款 第４章　第２６条

. . .

公募申請時に提出 定款 第４章　第２８条

内定後1週間以内に提
出

⚫ 社員総会・評議員会の運営に関する規程

　規程類必須項目確認書（社団・財団・NPO法人等）

提出する規程類（定款・指針・ガイドライン等を含む。以下、「規程類」という。）に以下の必須項目が含まれていることを確認し、本エクセル別シートの「記入例」に倣って該当箇所を記載してください。
過去の採択状況に関係なく、全団体、該当箇所への記載が必要です。

〈注意事項〉
◎規程類を作成する際はJANPIAの規程類を参考にしてください。https://www.janpia.or.jp/about/information/rule.html
◎申請時までに整備が間に合わず後日提出するとした規程類に関しては、助成申請書で誓約いただいているとおり、内定通知後1週間以内にご提出ください。なお、後日提出時において本様式も併せてご提出ください。
◎過去通常枠で資金分配団体（またはコンソーシアム構成団体）として採択されている団体は、「規程類必須項目確認書」の提出のみとし、規程類の提出は不要です。ただし、内容等に変更が生じている場合は該当部分のみ提出をお願いしま
す。
◎以下の必須項目は、公益財団法人、一般財団法人、公益社団法人、一般社団法人、特定非営利活動法人を想定したものです。これ以外の法人については、表を参考に整備してください。なお、ご不明点等はJANPIAへご相談ください。

記入箇所チェック　※3か所とも「記入完了」となるようにしてください。

規程類に含める必須項目

（１）開催時期・頻度

・評議員会規則
・定款

（２）招集権者

（３）招集理由

（４）招集手続

（５）決議事項

（６）決議（過半数か3分の2か）

（７）議事録の作成

（８）特別の利害関係を有する場合の決議からの除外
「評議員会の決議に当たっては、当該決議について特別の利害関係を有する評議員を除いた上で行う」とい
う内容を含んでいること
※社団法人においては、特別利害関係を持つ社員の社員総会への出席ならびに議決権の行使に関する除
外規定は必須としないこととします。

（１）理事の構成
「各理事について、当該理事及びその配偶者又は３親等内の親族等である理事の合計数が、理事の総数の
３分の１を超えないこと」という内容を含んでいること

定款
（２）理事の構成
「他の同一の団体の理事である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数が、理事の総
数の３分の１を超えないこと」という内容を含んでいること

⚫ 理事会の運営に関する規程　※理事会を設置していない場合は不要です。

（１）開催時期・頻度

・定款
・理事会規則

（２）招集権者

（３）招集理由

（４）招集手続

（５）決議事項

（６）決議　（過半数か3分の2か）

（７）議事録の作成

（８）特別の利害関係を有する場合の決議からの除外
「理事会の決議に当たっては、当該決議について特別の利害関係を有する理事を除いた上で行う」という内
容を含んでいること

JANPIAの定款（第29条 理事の職務及び権限）に規定するもののほか理事間の具体的な職務分担が規定さ
れていること

監事の職務及び権限を規定し、その具体的内容を定めていること
※監事を設置していない場合は、社員総会で事業報告、決算について審議した議事録を提出してください

役員及び評議員の報酬
等並びに費用に関する
規程（２）報酬の支払い方法

（１）役員及び評議員（置いている場合にのみ）の報酬の額

⚫ 理事の構成に関する規程　※理事会を設置していない場合は不要です。

⚫ 役員及び評議員の報酬等に関する規程



⚫ 倫理に関する規程 . . .

公募申請時に提出 定款 第8章　第４５条２

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

公募申請時に提出 定款 第８章　第47条

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

⚫ 利益相反防止に関する規程 . . .

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

⚫ コンプライアンスに関する規程 . . .

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

⚫ 内部通報者保護に関する規程 . . .

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

⚫ 組織（事務局）に関する規程 . . .

公募申請時に提出 定款 第５章　第３６条

公募申請時に提出 定款 第５章　第３６条

公募申請時に提出 定款 第５章　第３６条

公募申請時に提出 定款 第５章　第３６条

. . .

公募申請時に提出 就業規程 第４章　第２６条

公募申請時に提出 就業規程 第４章　第２６条

⚫ 文書管理に関する規程 . . .

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

⚫ 情報公開に関する規程 . . .

情報公開規程
内定後1週間以内に提
出

⚫ リスク管理に関する規程 . . .

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

⚫ 経理に関する規程 . . .

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

内定後1週間以内に提
出

（１）基本的人権の尊重

・倫理規程
・ハラスメントの防止に
関する規程

（２）法令遵守（暴力団、反社会的勢力の排除）

（３）私的利益追求の禁止

（４）利益相反等の防止及び開示

（５）特別の利益を与える行為の禁止
「特定の個人又は団体の利益のみの増大を図る活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利益を与える行
為を行わない」という内容を含んでいること

（７）情報開示及び説明責任

（８）個人情報の保護

（６）ハラスメントの防止

（１）-1利益相反行為の禁止
「資金分配団体が実行団体を選定・監督又は活動支援団体が支援対象団体を選定・監督するに当たり、団
体間の利益相反を防ぐ措置」について具体的に示すこと

・倫理規程
・理事会規則
・役員の利益相反禁止
のための自己申告等に
関する規程
・就業規則
・審査会議規則
・専門家会議規則

（１）-2利益相反行為の禁止
「助成事業等を行うにあたり、理事、監事、評議員・社員、職員その他の事業協力団体の関係者に対し、特
別の利益を与えないものである」という内容を含んでいること

（２）自己申告
「役職員に対して、定期的に「利益相反に該当する事項」に関する自己申告をさせた上で、適切な組織にお
いて内容確認を徹底し、迅速な発見及び是正を図る」という内容を含んでいること

（１）コンプライアンス担当組織
実施等を担う部署が設置されていること

コンプライアンス規程

（２）コンプライアンス委員会（外部委員は必須）
「外部の有識者等も参加するコンプライアンス施策の検討等を行う組織及びその下に実施等を担う部署が設
置されている 」という内容を含んでいること

（３）コンプライアンス違反事案
「不正発生時には、原因究明、関係者に対する厳格な処分及び再発防止策を確実に実施し、その内容を公
表する」という内容を含んでいること

（１）ヘルプライン窓口（外部窓口の設置が望ましい）

内部通報（ヘルプライ
ン）規程（２）通報者等への不利益処分の禁止

「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン（平成28
年12月9日消費者庁）」を踏まえた内部通報制度について定めていること

（１）組織（業務の分掌）

事務局規程

（２）職制

（３）職責

（４）事務処理（決裁）

（４）緊急事態対応の手順

（１）基本給、手当、賞与等
給与規程

（２）給与の計算方法・支払方法

（１）決裁手続き

文書管理規程（２）文書の整理、保管

（３）保存期間

⚫ 職員の給与等に関する規程

（１）区分経理

経理規程

（２）会計処理の原則

（３）経理責任者と金銭の出納・保管責任者の峻別

（４）勘定科目及び帳簿

（５）金銭の出納保管

（６）収支予算

（７）決算

以下の１.～４.の書類が情報公開の対象に定められていること
１. 定款
２. 事業計画、収支予算
３. 事業報告、貸借対照表及び損益計算書、財産目録
４. 理事会、社員総会、評議員会の議事録

（１）具体的リスク発生時の対応

リスク管理規程

（２）緊急事態の範囲

（３）緊急事態の対応の方針
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第 １ 章  総 則 

 

（名 称） 

第 １ 条 当法人は、一般社団法人ふくしま連携復興センターと称する。 

 

（主たる事務所） 

第 ２ 条 当法人は、主たる事務所を福島県福島市に置く。 

 

（目 的） 

第 ３ 条 当法人は、東日本大震災・福島第一原子力発電所事故に加え、今後起きると想定される大規

模災害の復興活動においても、多様な主体との協働により、早期復興が成し遂げられるよう、

その目的に資する次の事業を行う。 

 

１ 災害による被害者の支援を目的とする事業 

２ 災害復興に関わる人材、物資、資金の調整、調達 

３ 高齢者・障がい者の福祉の増進を目的とする事業 

４ 勤労意欲のあるものに対する就労・起業の支援を目的とした事業 

５ 災害復興と共に地域振興をはかる事業 

６ 地域社会の健全な発展を目的とした事業 

７ 児童又は青少年の健全な育成を目的とした事業 

８ 防災や減災を目的とした事業 

９ 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業 

 

（公 告） 

第 ４ 条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。 

 

 

第 ２ 章  社 員 

 

（法人の構成員） 

第 ５ 条 当法人は、当法人の事業に賛同する個人又は団体であって、次条の規定により当法人の社員

となった者をもって構成する。 

 

（社員の資格の取得） 

第 ６ 条 当法人の社員として入社しようとする者は、社員総会において別に定めるところにより申し

込み、理事会の承認を受けなければならない。 

 

（経費負担） 

第 ７ 条 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 



 

（任意退社） 

第 ８ 条 社員は、社員総会において別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社す

ることができる。 

 

（除 名） 

第 ９ 条 社員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって当該社員を

除名することができる。 

     （１） この定款その他の規則に違反したとき 

     （２） 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき 

     （３） その他の除名すべき正当な事由があるとき 

 

（社員資格の喪失） 

第１０条 前２条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失す

る。 

（１） 会費の納入が継続して半年以上なされなかったとき 

（２） 総社員が同意したとき  

（３） 当該社員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき 

 

（社員資格喪失に伴う権利及び義務） 

第１１条 社員が前３条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する社員としての権利を

失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。 

２ 当法人は、社員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、こ

れを返還しない。 

 

 

第 ３ 章  社 員 総 会 

 

（種 類） 

第１２条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の２種とする。 

 

（構 成） 

第１３条 社員総会は、社員をもって構成する。 

２ 社員総会における議決権は、社員１名につき１個とする。 

 

（開 催） 

第１４条 定時社員総会は、毎年１回、毎事業年度終了後３ヶ月以内に開催し、臨時社員総会は、必要

がある場合に開催する。 

 

 



（招 集） 

第１５条 定時社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。ただし、すべ

ての社員の同意がある場合には、書面又は電子的方法による議決権の行使を認める場合を除

き、その招集手続きを省略することができる。 

２ 臨時社員総会は、必要に応じて開催する。 

 

（議 長） 

第１６条 社員総会の議長は、出席した社員の中から選出する。 

 

（決 議） 

第１７条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過

半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。 

   ２ 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の３分

の２以上に当たる多数をもって行う。 

     （１） 社員の除名 

     （２） 定款の変更 

     （３） 解散 

     （４） その他法令で定められた事項 

 

（代 理） 

第１８条 社員総会に出席できない社員は、他の社員を代理人として議決権の行使を委任することがで

きる。この場合においては、当該社員又は代理人は、代理権を証明する書類を当法人に提出

しなければならない。 

 

（決議及び報告の省略） 

第１９条 理事又は社員が、社員総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提

案について、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提

案を可決する旨の社員総会の議決があったものとみなす。 

２ 理事が社員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を

社員総会に報告することを要しないことについて、社員の全員が書面又は電磁的記録により

同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。 

 

（議事録） 

第２０条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。  

２ 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。 

 

（社員総会規則） 

第２１条 社員総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会にお

いて定める社員総会規則による。 

 



第 ４ 章  役 員 

 

（役員の員数） 

第２２条 当法人は３名以上の理事及び 1名以上の監事を置く。 

２ 理事会における議決権は、理事１名につき１個とする。 

３ 理事のうち、３名以内を代表理事とする。 

 

（選任等） 

第２３条 理事及び監事は、社員決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社

員以外の者から選任することを妨げない。 

   ２ 代表理事は理事会の決議によって理事の中から定める。 

   ３ 理事及び監事のうち、理事又は監事のいずれかの１名とその配偶者又は３親等内の親族その

他特別の関係にある者の合計数は、理事及び監事総数の３分の１を超えてはならない。 

   

（任 期） 

第２４条 理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総

会の終結の時までとし、再任を妨げない。 

   ２ 監事の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総

会の終結の時までとし、再任を妨げない。 

３ 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 

４ 役員は、辞任又は任期の満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された

者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。 

   

（理事の職務権限） 

第２５条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 

２ 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行

する。 

 

（監事の職務権限） 

第２６条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 

   ２ 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の

状況を調査することができる。 

 

（解任） 

第２７条 理事又は監事は、社員総会の決議によって解任することができる。 

 

（報酬） 

第２８条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務遂行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、

社員総会の決議をもって定める。 

 



（取引の制限） 

第２９条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、社員総会において、その取引について重要な

事実を開示し、その承認を得なければならない。 

  （１） 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引 

  （２） 自己又は第三者のためにする当法人との取引 

  （３） 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその

理事との利益が相反する取引 

   

（責任の一部免除） 

第３０条 当法人は、役員の一般法人及び一般社団法人に関する法律（以下「一般法人法」という。）

第１１１条第１項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、社員総会の

特別決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度と

して、免除することができる。 

 

 

第 ５ 章  理 事 会 

 

（構成） 

第３１条 この法人に理事会を置く。 

   ２ 理事会は、すべての理事をもって構成する。 

 

（権限） 

第３２条 理事会は、次の職務を行う。 

     （１） この法人の業務執行の決定 

     （２） 理事の職務の執行の監督 

     （３） 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職 

 

（招集） 

第３３条 理事会は、代表理事の呼びかけにより招集する。 

   ２ 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を収集する。 

 

（決議） 

第３４条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、

その過半数をもって行う。 

   ２ 前項の規定にかかわらず、一般法人法律第９６条の要件を満たしたときは、理事会の決議が

あったものとみなす。 

 

（議事録） 

第３５条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録又は電磁的記録を作成する。 

 



（事務局） 

第３６条 当法人には、事務局および事務局長を置く。 

   ２ 事務局には、事務局長１名および職員を若干名置く。 

   ３ 事務局長は理事会の決議を経て選任する。職員は理事会の決議により任免する。 

   ４ 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て定める。 

 

（職 務） 

第３７条 事務局は、理事会の決議に従い、当法人の業務を管理・運営する 

２ 事務局長は事務局を統括する。 

 

 

第 ６ 章  基 金 

 

（基金の拠出） 

第３８条 当法人は、社員又は第三者に対し、一般法人法第１３１条に規定する基金の拠出を求めるこ

とができるものとする。 

 

（基金の募集） 

第３９条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続きについては、理事会が決定するものとする。 

 

（基金の拠出者の権利） 

第４０条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。 

 

（基金の返還の手続き） 

第４１条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経

た後、理事会が決定したところに従って行う。 

 

 

第 ７ 章  計 算 

 

（事業年度） 

第４２条 当法人の事業年度は、毎年７月１日から翌年６月３０日までの年１期とする。 

 

（事業計画及び収支予算） 

第４３条 当法人の事業計画、収支予算については、毎事業年度の開始日の前日までに、代表理事が作

成し、直近の社員総会において承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、

社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出すること

ができる。 

３ 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 



 

（事業報告及び決算） 

第４４条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が当該事業年度に関す

る次の書類を作成し、定時社員総会に提出し又は提供しなければならない。 

     （１） 事業報告 

     （２） 事業報告の附属明細書 

     （３） 貸借対照表 

     （４） 損益計算書（正味財産増減計画書） 

     （５） 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計画書）の附属明細書 

   ２ 事業報告については、代表理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。 

   ３ 貸借対照表及び損益計算書については、定時社員総会の承認を受けなければならない。 

 

（剰余金の分配の禁止） 

第４５条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。 

 

 

第 ８ 章  定 款 の 変 更、 解 散 

 

（定款の変更） 

第４６条 この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の３分の２以

上に当たる多数の決議をもって変更することができる。 

   

（解 散） 

第４７条 当法人は、一般法人法第１４８条第１号、第２号及び第４号から第７号までに規定する事由

によるほか、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の３分の２以

上に当たる多数の決議により解散することができる。 

 

（残余財産の帰属） 

第４８条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人

及び公益財団法人の認定等に関する法律第５条第１７号に掲げる法人又は国若しくは地方

公共団体に贈与するものとする。 

 

 

第 ９ 章  附 則 

 

（最初の事業年度） 

第４９条 当法人の設立初年度の事業年度は、当法人成立の日から平成２４年６月３０日までとする。 

 

（設立時理事） 

第５０条 当法人の設立時理事は、次のとおりである。 



 

      設立時理事  丹波 史紀 

      設立時理事  中鉢 博之 

      設立時理事  江川 和弥 

 

（設立時社員の氏名又は名称及び住所） 

第５１条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。 

   

      丹波 史紀 

     江川 和弥 

 

（法令の準拠） 

第５２条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。 

 

 以上、一般社団法人ふくしま連携復興センターの設立に際し、設立時社員丹波史紀及び江川和弥は 

本定款を作成し、これに記名押印する。 

 

平成２３年１０月１８日 

 

設立時社員   丹波 史紀 

    

設立時社員   江川 和弥 
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第 1章 総 則 

（目的等） 

第 1 条 この規程は、使用者である一般社団法人ふくしま連携復興センター理事（以下「法

人」という。）と従業員との労働契約、従業員の労働条件、服務規律その他就業に関

する事項を定めるものである。 

2  法人および従業員は、この規程を遵守し、信義に従い誠実に権利を行使し、及び義

務を履行しなければならない。 

（規程の遵守義務） 

第 2 条 法人および従業員は、この規程を遵守し、お互いに協力して誠実に業務を遂行

し、団体の発展に寄与しなければならない。 

（従業員） 

第 3 条 この規程で従業員とは、所定の手続によりに法人に採用された正規職員、パー

トタイマーをいう。 

（規程の適用） 

第 4 条 この規程は、従業員に適用する。 

（法令との関係） 

第 5 条 この規則は、民法、労働基準法、労働契約法、労働者災害補償保険法等の関連

法令を補完するものであり、法人および従業員は、関連法令を十分尊重して業務に

臨まなければならない。 

 

第 2章 雇 用 

（採用決定時の提出書類） 

第 6 条 従業員として採用された者は、原則として、入社日に、次の書類を提出しなければ

ならない。ただし、法人が認めた場合は、提出期限を延長し、又は提出書類の一部を

省略することがある。 
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(1) 誓約書 

(2) 職員登録書 

(3) 源泉徴収票（入社の年に給与所得のあった者に限る。） 

(4) 個人番号（個人番号カード、または通知カード。） 

(5) 雇用保険被保険者証（既に交付を受けている者に限る。） 

(6) 給与所得の扶養控除等（異動）申告書 

(7) 健康保険被扶養者届（被扶養者がいる者に限る。） 

(8) その他法人が必要とする書類 

2  前項の規定に基づき法人に提出された書類は、次の各号の目的のために利用する。 

(1) 所得税及び社会保険料の控除 

(2) 人事制度及び雇用管理の目的の達成 

3  記載事項に変更があったときは、直ちに法人へ届け出なければならない。 

4  提出書類に不正があった場合は、採用を取り消す。 

（労働条件の明示） 

第 7 条 法人は、従業員との労働契約の締結に際し、労働条件通知書及びこの規程を交付し

て、次の各号に掲げる事項を明示する。 

(1) 労働契約の期間 

   (2) 雇用形態 

(3) 就業の場所 

(4) 従事する業務の内容 

(5) 始業・終業の時刻及び休憩時間 

(6) 所定外労働の有無 

(7) 休日 

(8) 休暇 

(9) 賃金 

   (10) 退職に関する事項 

   (11) 社会保険等の加入 

   (12) その他必要な事項 

（試用期間） 

第 8 条 新たに採用した従業員については、採用の日から 3 か月間を試用期間とする。試

用期間は勤続年数に通算する。 

2  試用期間中の従業員が、第 43 条（解雇）に定める事由に該当し、又は出勤状況が

悪い等引き続き勤務させることが相応しくないと認めるときは、試用期間満了を待

たず、又は満了時に本採用を行わないこととすることがある。 
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（異 動） 

第 9 条 法人は、業務の都合により、従業員に職務の変更、就業場所の変更等の異動を命ず

ることができる。従業員は、正当な理由がない限りこれを拒むことができない。 

2  異動を命じられた者は、速やかに、かつ、確実に業務の引継ぎを完了しなければな

らない。 

第 3章 労働時間等 

（労働時間及び休憩時間） 

第 10 条 所定労働時間は、1 週間で 35 時間以内、1 日 7 時間を原則とする。 

始業及び終業の時刻並びに休憩時間は、次のとおりとする。 

 

ただし、リーダーもしくは事務局長の承認により以下の措置を認める。 

(1) 業務の都合その他やむを得ない事情により、始業及び終業の時刻並びに休憩時

間を繰り上げ又は繰り下げることがある。 

(2) 従業員が事業場外で労働し、労働時間を算定し難いときは、その日は所定労働時

間労働したものとみなす。 

（休憩時間の利用） 

第 11 条 従業員は、前条の休憩時間を自由に利用することができる。ただし、職場秩序及び

風紀を乱す行為、施設管理を妨げる行為その他服務規律に反する行為を行ってはな

らない。 

（所定休日） 

第 12 条 法人の休日は次のとおりとする。 

(1) 日曜日（法定休日とする。） 

(2) 土曜日 

(3) 国民の祝日に関する法律に定める日 

(4) 年末年始休暇（12 月 29 日から翌年 1 月 3 日まで） 

(5) その他法人が指定する日 

2 法人は、業務上の都合によりやむを得ない場合は、あらかじめ振替休日を指定して、

始業及び終業時刻 休憩時間 

始業    9 時 00 分 
12 時 00 分から 13 時 00 分まで 

終業   17 時 00 分 
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当初休日とされた日に労働させることがある。 

（時間外、休日及び深夜労働） 

第 13 条 法人は、業務の都合により、第 10 条（労働時間及び休憩時間）の所定労働時間を

超え、又は前条第 1 項の法人の休日に労働させることができる。この場合において、

法定の労働時間を超える労働（以下「時間外労働」という。）又は法定休日における

労働（以下「休日労働」という。）については、あらかじめ法人は従業員代表と書面

による協定を締結し、これを所轄の労働基準監督署長に届け出るものとする。 

2  小学校就学の始期に達するまでの子の養育又は家族の介護を行う一定範囲の従業

員で法人に請求した者については、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、1 か月に

ついて 24 時間、1 年について 150 時間を超える法定時間外労働及び午後 10 時から

午前 5 時までの深夜労働を行わせることはない。 

3  災害その他避けることのできない事由により臨時の必要があるときは、所轄労働

基準監督署長の許可を受け又は事後に遅滞なく届け出ることにより、その必要の限

度において時間外労働又は休日労働を命ずることができる。 

（代 休） 

第 14 条 法人は、振替休日の手続によらず休日に出勤させたときは、当該休日出勤の日数分

の休暇（以下「代休」という。）を与えることができる。 

2  前項の代休の日は、無給とする。ただし、当該代休の付与に当たり、休日労働があ

るときは休日割増賃金のうち割増部分（0.35）の額を支払う。 

（割増賃金を支払う場合） 

第 15 条 時間外労働をさせた場合において、次の各号に掲げる時間があるときは、第 31 条

（割増賃金の額）に定めるところにより、時間外割増賃金を支払う。 

(1) 1 日については、8 時間を超えて労働した時間 

(2) 1 週間については、40 時間を超えて労働した時間（前号の時間を除く。） 

2  前項の時間を計算するときは、1 日又は 1 週間の労働時間は実労働時間を用いるも

のとし、欠勤、早退のほか、年次有給休暇（時間単位年休を含む。）、特別休暇の時間

を含めない。 

3  第 1 項第 2 号の 1 週間は、土曜日を起算日とする。 

（年次有給休暇） 

第 16 条  採用日から 6 ケ月間継続勤務し、所定労働日の 8 割以上出勤した従業員に対し

ては、10 日の年次有給休暇を与える。その後、1 年間継続勤務するごとに、当該 1 年

間において所定労働日の 8 割以上出勤した従業員に対しては、下の表のとおり勤続



Confidential. For Fukushima Cooperative Reconstruction Center internal use only. 

- 5 - 

期間に応じた日数の年次有給休暇を与える。 

  

勤続期間 6 ケ月 1 年 

6 ケ月 

2 年 

6 ケ月 

3 年 

6 ケ月 

4 年 

6 ケ月 

5 年 

6 ケ月 

6 年 

6 ケ月 

付与日数 10 日 11 日 12 日 14 日 16 日 18 日 20 日 

 

２  前項の規定にかかわらず、週所定労働時間 30 時間未満であり、かつ、週所定労働日数 

 が 4 日以下（週以外の期間によって所定労働日数を定める従業員については年間所定労 

働日数が 216 日以下）の従業員に対しては、下の表のとおり所定労働日数及び勤続期間 

に応じた日数の有給休暇を与える。 

 

週所定

労働 

日数 

1 年間の所定

労働日数 

勤   続   期   間 

6 ケ月 1 年 

6 ケ月 

2 年 

6 ケ月 

3 年 

6 ケ月 

4 年 

6 ケ月 

5 年 

6 ケ月 

6 年 

6 ケ月 

4 日 169日～216日 7 日 8 日 9 日 10 日 12 日 13 日 15 日 

3 日 121日～168日 5 日 6 日 6 日 8 日 9 日 10 日 11 日 

2 日 73日～120日 3 日 4 日 4 日 5 日 6 日 6 日 7 日 

1 日 48日～72日 1 日 2 日 2 日 2 日 3 日 3 日 3 日 

 

３ 第１項又は第２項の年次有給休暇は、従業員があらかじめ請求する時季に取得させる。

ただし、従業員が請求した時季に年次有給休暇を取得させることが事業の正常な運営を妨

げる場合は、他の時季に取得させることがある。 

４ 前項の規定にかかわらず、従業員代表との書面による協定により、各従業員の有する年

次有給休暇日数のうち５日を超える部分について、あらかじめ時季を指定して取得させる

ことがある。 

５ 第１項又は第２項の年次有給休暇が１０日以上与えられた従業員に対しては、第３項

の規定にかかわらず、付与日から１年以内に、当該労働者の有する年次有給休暇日数のう

ち５日（時間単位の取得も可とする）について、会社が従業員の意見を聴取し、その意見

を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、従業員が第３項又は第

４項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を５日

から控除するものとする。 

６ 第１項及び第２項の出勤率の算定に当たっては、下記の期間については出勤したもの

として取り扱う。 

(1) 年次有給休暇を取得した期間 

(2) 産前産後の休業期間 

(3) 育児・介護休業法に基づく育児休業及び介護休業した期間 
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(4) 業務上の負傷又は疾病により療養のために休業した期間 

７ 付与日から１年以内に取得しなかった年次有給休暇は、付与日から２年以内に限り繰

り越して取得することができる。 

８ 前項について、繰り越された年次有給休暇とその後付与された年次有給休暇のいずれ

も取得できる場合には、繰り越された年次有給休暇から取得させる。 

９ 会社は、毎月の賃金計算締切日における年次有給休暇の残日数を、当該賃金の支払明細 

書に記載して各従業員に通知する。 

１０ 従業員は原則、年次有給休暇を一日単位及び半日単位で取得することができる。半日

単位で取得した場合、午前の取得または午後の取得にかかわらず、年次有給休暇の残日か

ら 0.5を減ずる。 

１１ 労働者代表との書面による協定に基づき、第１項又は第２項の年次有給休暇の日数

のうち、付与日から１年以内について５日の範囲で次により時間単位の年次有給休暇（以

下「時間単位年休」という。）を取得できる。 

(1) 時間単位年休の対象者は、すべての労働者とする。 

(2) 時間単位年休を取得する場合の、１日の年次有給休暇に相当する時間数は、７時間と

する。 

(3) 時間単位年休は１時間単位で付与する。 

(4) 本条の時間単位年休に支払われる賃金額は、所定労働時間労働した場合に支払われ

る通常の賃金の１時間当たりの額に、取得した時間単位年休の時間数を乗じた額とする。 

（特別休暇） 

第 17 条 従業員が次の事由に該当し、事前に所定の手続を経た場合には特別休暇を与える。 

(1) 本人が結婚するとき…5 労働日 

(2) 子が結婚するとき…2 労働日 

(3) 妻が出産するとき…2 労働日 

(4) 父母、配偶者又は子が死亡したとき…5 労働日 

(5) 祖父母若しくは配偶者の父母又は兄弟姉妹が死亡したとき…2 労働日 

(6)  夏季休暇（7 月～9 月の間）…5 労働日 

(7) その他前各号に準じ法人が必要と認めたとき…法人の認めた日数 

２ 従業員が次の事由に該当し、法人が必要と認めるときは、その裁量により必要な日数

又は時間分の特別休暇を与えることができる。 

(1) 従業員が自ら職業に関する教育訓練を受けるとき。 

(2) 業務に必要な職業能力検定等を受けるとき。 

(3) 疾病の感染を予防する必要があるとき。 

(4) 天災事変等によりその者の出勤が困難又は危険なとき。 

(5) その他法人が必要と認めるとき。 
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３ 本条の特別休暇は有給とし、その期間については、通常の賃金を支払う。 

  

（公民権行使の時間） 

第 18 条 従業員が勤務時間中に選挙その他公民としての権利を行使するため、また、公の職

務に就くため、あらかじめ申し出た場合は、それに必要な時間又は日を与える。ただ

し、業務の都合により、時刻を変更する場合がある。 

2  前項の時間又は日は、原則として無給とするが、裁判員への参加等であって、法人

が必要と認めるときは、特別休暇とする場合がある。 

（産前産後の休暇） 

第 19 条 6 週間以内（多胎妊娠の場合は 14 週間以内）に出産予定の女性従業員が請求した

場合には、産前 6 週間以内（多胎妊娠の場合は 14 週間以内）の休暇を与える。 

2  産後は請求の有無にかかわらず、出産日から 8 週間の休暇を与える。ただし、産後

6 週間を経過し、本人から請求があった場合には、医師により支障がないと認められ

た業務に就かせることがある。 

3  産前産後の休暇の期間は無給とする。 

（母性健康管理のための休暇等） 

第 20 条 妊娠中又は産後 1 年を経過しない女性従業員から、通院休暇の請求があったとき

は、休暇を与える。ただし、不就労時間に対する部分は無給とする。 

2  妊娠中又は産後 1 年を経過しない女性従業員から、医師等の指導に基づく勤務時

間等に関する措置についての請求があったときは、所定の措置を講ずることとする。

ただし、不就労時間に対する部分は無給とする。 

3  第 1 項の請求及び第 2 項の申出をする者は、医師等の指示又は指導内容が記載さ

れた証明書を法人に提出しなければならない。 

（生理日の就業が著しく困難な女性従業員に対する措置） 

第 21 条 生理日の就業が著しく困難な女性従業員が請求したときは、1 日又は半日若しくは

請求があった時間における就労を免除する。 

2  前項の措置による不就労時間に対する部分は無給とする。 

（育児時間） 

第 22 条 生後 1 年未満の子を育てる従業員が、あらかじめ申し出たときは、休憩時間のほ

かに 1 日 2 回、各々30 分の育児時間を与えるものとする。 

2  前項の措置による不就労時間に対する部分は無給とする。 
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（育児休業及び育児短時間勤務） 

第 23 条 1 歳（育児・介護休業規程で定める特別の事情がある場合には 1 歳 6 か月。以下同

じ。）に満たない子を養育する従業員が、その必要のため、法人に申し出たときは、

育児・介護休業規程に定めるところにより育児休業を与えるものとする。この場合に

おいて、従業員の養育する子について、当該従業員の配偶者が当該子の 1 歳到達日

以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしているときは、

その子が 1 歳 2 か月に達するまでの間（育児休業期間は最長 1 年間とする）の育児

休業を認める。 

2  3 歳に満たない子を養育する従業員であって育児休業を取得しない者が、その必要

のため、法人に申し出たときは、育児・介護休業規程に定めるところにより育児短時

間勤務を適用するものとする。 

3  本条から第 25 条までの規定の適用を受ける従業員の範囲、手続その他必要な事項

については、育児・介護休業規程に定めるところによる。 

4  育児休業の期間及び育児短時間勤務の適用により短縮された所定労働時間に対す

る部分の賃金については、育児・介護休業規程に定める。 

（介護休業及び介護短時間勤務） 

第 24 条 要介護状態にある対象家族を介護する従業員が、その必要のため、法人に申し出た

ときは、育児・介護休業規程に定めるところにより介護休業を与えるものとする。 

2  要介護状態にある対象家族を介護する従業員であって、介護休業を取得しない者

が、その必要のため、法人に申し出たときは、育児・介護休業規程に定めるところに

より介護短時間勤務を適用するものとする。 

3  介護休業及び介護短時間勤務の期間は、1 人の対象家族につき通算して 93 日を限

度とする。この場合において、介護短時間勤務の適用を受けた期間は、介護休業の期

間とみなす。 

4  介護休業の期間及び介護短時間勤務の適用により短縮された所定労働時間に対す

る部分の賃金については、育児・介護休業規程に定める。 

（子の看護休暇及び介護休暇） 

第 25 条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員が、負傷し、又は疾病にかか

った当該子の世話をするため、又は当該子に予防接種や健康診断を受けさせるため、

法人に申し出たときは、第 16 条に規定する年次有給休暇とは別に、当該子が 1 人の

場合は一年度につき5労働日、2人以上の場合は一年度につき10労働日を限度とし、

子の看護休暇を与えるものとする。 

2 中学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員が、出席停止に当たる疾病に

かかった当該子の世話をするため、法人に申し出たときは、第 16 条に規定する年次



Confidential. For Fukushima Cooperative Reconstruction Center internal use only. 

- 9 - 

有給休暇とは別に、当該子が 1 人の場合は一年度につき 5 労働日、2 人以上の場合は

一年度につき 10 労働日を限度とし、子の看護休暇を与えるものとする。 

3 要介護状態にある対象家族を介護する従業員が、その介護のため、又は当該対象家

族の通院等の付添い、当該対象家族が介護サービスの提供を受けるために必要な手

続の代行その他の対象家族に必要な世話のため、法人に申し出たときは、第 16 条に

規定する年次有給休暇とは別に、当該対象家族が 1 人の場合は一年度につき 5 労働

日、2 人以上の場合は一年度につき 10 労働日を限度とし、介護休暇を与えるものと

する。 

4  子の看護休暇及び介護休暇の期間に対する賃金については、育児・介護休業規程に

定める。 

 

第 4章 賃 金 

（賃金構成）  

第 26 条 賃金の構成は次のとおりとする。 

 

   
基本給 

   

     
通勤手当 

   
諸手当 

  

     
その他の手当 

      

賃金 

     
 

     

      

     
時間外割増賃金 

      

   
割増賃金 

  
休日割増賃金 

     

      
深夜割増賃金 

      

（基本給） 

第 27 条 正規職員の基本給は、月を基準に定めるものとし、本人の職種により理事会で決定
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する。パートタイマーの時間給についても同様とする。 

2  雇入れ時の基本給は、労働契約書に明示する。 

   

 （通勤手当） 

第 28 条  公共交通機関を利用して通勤し、その運賃を負担することを常例とする従業員

については、原則として、６か月定期代の価格の月割相当額もしくは、法人が定め

る支給上限額（10,000 円）のいずれか低い方を、通勤手当として支給する。ただ

し、委嘱等により別途定められる場合はこの限りでない。通勤の経路は法人が認め

る最短経路とする。 

   2 自家用車を利用して通勤し、その費用を負担することを常例とする従業員につい

ては、原則として、所得税法に定める非課税限度額もしくは、法人が定める支給上

限額（10,000 円）のいずれか低い方を、通勤手当として支給する。ただし、委嘱

等により別途定められる場合はこの限りでない。通勤の経路は法人が認める最短

経路とする。 

   3 自転車通勤、徒歩通勤については、通勤手当を支給しない。 

   4 1 ヶ月以上の欠勤者及び休職者には、その期間の通勤手当は支給しない。 

   5 運賃の改定または住所変更等により、通勤手当の額に変更が生じた場合は、速や

かに法人に届け出るものとする。原則として、通勤手当の変動月より、通勤手当の

支給額を変更するものとする。 

 

 （出張手当） 

第 29 条 出張手当については、別途、出張規程に定める。 

 

 （その他の手当） 

第 30 条 その他の手当については、必要に応じて別に定める。 

（割増賃金の額） 

第 31 条 割増賃金は、次の算式により計算して支給する。 

(1) 法定時間外割増賃金 

  基本給＋役職手当 
 ×（1＋0.25）×法定時間外労働時間数 

1 か月平均所定労働時間 

(2) 休日割増賃金 

  基本給＋役職手当 
 ×（1＋0.35）×法定休日労働時間数 

1 か月平均所定労働時間 

(3) 深夜割増賃金 

  基本給＋役職手当  ×0.25×深夜労働時間数 
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1 か月平均所定労働時間 

2  1 か月の法定時間外労働が 60 時間を超えたとき及び 1 年間の時間外労働が 360 時

間を超えたときは、前項第 1 号の算式中「0.25」とあるのを「0.3」と読み替える。 

3  第 1 項の 1 か月平均所定労働時間数は、次の算式により計算する。 

  年間所定労働日数×1 日所定労働時間数÷12 

4  管理職の役位にある従業員については、第 1 項第 1 号及び第 2 号の割増賃金を支

給しない。 

（年次有給休暇の賃金） 

第 32 条 年次有給休暇の期間は、所定労働時間労働したときに支払われる通常の賃金を支

給する。 

（欠勤等の場合の時間割計算等） 

第 33 条 欠勤、遅刻、早退及び私用外出の時間については、1 時間当たりの賃金額に欠勤、

遅刻、早退及び私用外出の合計時間数を乗じた額を差し引く。 

（賃金の計算期間及び支払日） 

第 34 条 賃金は毎月末日に締め切り、翌月 10 日に支払う。ただし、支払日が休日に当たる

ときはその前営業日に繰り上げて支払う。 

2  賃金の計算期間の中途で採用され、又は退職した場合の賃金は、当該計算期間の所

定労働日数を基準に日割計算して支払う。 

（賃金の支払と控除） 

第 35 条 賃金は、従業員に対し、通貨で直接その全額を支払う。ただし、次に掲げるものは、

賃金から控除する。 

(1) 源泉所得税 

(2) 住民税 

(3) 健康保険（介護保険を含む。）及び厚生年金保険の保険料の被保険者負担分 

(4) 雇用保険の保険料の被保険者負担分 

(5) 従業員代表との書面による協定により賃金から控除するとしたもの 

（賃金の改定） 

第 36 条 法人は、法人の業績により、本人の勤務成績及び勤務態度等を勘案して賃金の改定

（昇給、降給）を行うことがある。 
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（賞 与） 

第 37 条 法人は、法人の業績により賞与を支給することがある。ただし、賞与支給対象者は、

賞与支給日に在籍する従業員とする。 

第 5章 休 職 

（休 職） 

第 38 条 従業員が、次の各号のいずれかに該当したときは、休職とする。ただし、本条の規

定は、試用期間中の者に関しては適用しない。 

(1) 業務外の傷病により欠勤が、継続、断続を問わず日常業務に支障をきたす程度

（おおむね 1 か月程度を目安とする。）に続くと認められるとき。 

(2) 精神又は身体上の疾患により労務提供が不完全なとき。 

(3) 出向等により、他の法人等の業務に従事するとき。 

(4) その他業務上の必要性又は特別の事情があって休職させることを適当と認めた

とき。 

   (5) 前 1 号、2 号及び必要においては 4 号の適用にあたり、事務局長は従業員に 

医師による診断書を提出させなければならない。 

     2 前項の休職期間（第 1 号にあっては、書面により法人が指定した日を起算日とす 

る。）は次のとおりとする。ただし、この休職は法定外の福利措置であるため、復

職の可能性が少ないものと法人が判断した場合は、裁量により、その休職を認めず、

又はその期間を短縮することがある。 

(1) 前項第 1 号及び第 2 号（以下「私傷病休職」という。）のとき…6 か月（勤続期

間が 1 年未満の者については、1 か月以上 3 か月未満の範囲でその都度法人が定

める期間） 

(2) 前項第 3 号及び第 4 号のとき…法人が必要と認める期間 

3  休職期間は、法人の業務の都合による場合及び法人が特別な事情を認めた場合を

除き、前項第 1 号の勤続期間に通算しないものとする。ただし、第 16 条に定める年

次有給休暇の付与に関する勤続期間については、通算するものとする。 

4  休職期間中は、無給とする。 

5  従業員の休職事由が消滅したと法人が認めた場合、又は休職期間が満了した場合

は、原則として、休職前の職務に復帰させる。ただし、旧職務への復帰が困難な場合

又は不適当と法人が認める場合には、旧職務とは異なる職務に配置することがある。 

6  私傷病休職期間が満了しても復職できないときは、原則として、休職期間満了の日

をもって退職とする。 
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第 6章 退職 

（退 職） 

第 39 条 従業員が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは退職とし、次の各号に定

める事由に応じて、それぞれ定められた日を退職の日とする。 

(1) 本人が死亡したとき…死亡した日 

(2) 休職期間が満了しても休職事由が消滅しないとき…期間満了の日 

(3) 本人の都合により退職を願い出て法人が承認したとき…法人が退職日として承

認した日 

(4) 前号の承認がないとき…退職願を提出して 2 週間を経過した日 

(5) 退職につき労使双方が合意したとき…合意により決定した日 

（自己都合による退職手続） 

第 40 条 従業員が自己の都合により退職しようとするときは、原則として退職予定日の 1 か

月前までに法人に申し出なければならない。退職の申出は、やむを得ない事情がある

場合を除き、退職願を提出することにより行うものとする。 

2  退職の申出が、代表理事により受理されたときは、法人がその意思を承認したもの

とみなす。この場合において、従業員はこれを撤回することはできない。 

3  退職を申し出た者は、退職日までの間に必要な業務の引継ぎを完了しなければな

らず、これに反して引継ぎを完了せず、業務に支障をきたした場合、懲戒処分を行う

ことがある。 

4  業務の引継ぎは、関係書類を始め保管中の金品等及び関係先の紹介その他担当職

務に関わる一切の事柄につき確認のうえ、確実に引継ぎ者に説明し、あるいは引き渡

す方法で行わなければならない。 

（退職及び解雇時の手続）    

第 41 条 従業員が退職し、又は第 44 条の規定により解雇された場合は、法人から貸与され

た物品その他法人に属するすべてのものを直ちに返還し、法人に債務があるときは

退職又は解雇の日までに精算しなければならない。また、返還のないものについては、

相当額を弁済しなければならない。 

2  退職者の秘密保持義務については、この規程の第 46 条第 4 項が適用される。  

（証明書の交付） 

第 42 条 退職する場合において、従業員から使用期間、業務の種類、法人での地位、賃金及

び退職事由（解雇の場合はその理由を含む。）について証明書を求められた場合、法
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人は求められた事項について証明書を交付する。 

2  従業員が解雇の予告がされた日から退職の日までの間に当該解雇の理由について

証明書を請求した場合は、法人は遅滞なくこれを交付する。 

第 7章 解 雇 

（解 雇） 

第 43 条 従業員が次のいずれかに該当するときは、解雇する。 

(1) 精神又は身体の故障、又は虚弱、傷病、その他の理由により業務に耐えられない、

又は労務提供が不完全であると認められるとき。 

(2) 協調性がなく、注意、指導しても改善の見込みがないと認められるとき。 

(3) 職務の遂行に必要な能力を欠き、かつ、他の職務に転換することができないと

き。 

(4) 勤務意欲が低く、又は勤務成績、勤務態度、業務能率等が不良で業務に適さない

と認められるとき。 

(5) 正当と認められる理由のない遅刻、早退、欠勤、直前になってからの休暇要望等

が多く、労務提供が不完全であると認められるとき。 

(6) 特定の地位、職種又は一定の能力を条件として雇い入れられた者で、その能力、

適格性が欠けると認められるとき。 

(7) 重大な懲戒事由に該当するとき。 

(8) 事業の縮小又は廃止その他法人の経営上やむを得ない事由があるとき。 

(9) 天災事変その他やむを得ない事由により、事業の継続が不可能となり、雇用を維

持することができなくなったとき。 

(10) 前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき。 

（解雇予告） 

第 44 条 法人は、前条の定めにより従業員を解雇する場合は、30 日前に本人に予告し、又

は平均賃金の 30 日分に相当する予告手当を支給する。 

2  前項の予告日数については、平均賃金を支払った日数だけ短縮する。 

3  解雇制限その他の解雇に関する事項については、労働基準法に定めるところによ

る。 
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第 8章 服 務 

（服務の原則） 

第 45 条 法人は社会的な存在と認識し、従業員は社会人として社会的なルール及びマナー

を当然守らなければならない。 

2  従業員は、この規則及びその他の諸規程を遵守し、業務上の指揮命令に従い、自己

の業務に専念し、業務運営を円滑に行うとともに、相互に協力して職場の秩序を維持

しなければならない。また、従業員は、相互の人権及び人格を尊重し合い、快適な職

場環境を形成していかなければならない。 

3  従業員は、この規則を守り、服務に精励しなければならない。これに抵触したとき

は、この規則による懲戒の対象とすることがある。 

（服務規律） 

第 46 条 従業員は、次の各項に掲げる義務を遵守し、服務に精励しなければならない。 

(1) この規程及び労働契約で定められた事項を遵守すること。 

(2) リーダーまたは事務局長の指示命令に従うとともに、仕事中の私語、私行為を慎

むこと。 

(3) 法人の内外を問わず法人の名誉を害し、又は信用を傷つけ、若しくは同僚を中傷

する等法人の人間関係に悪影響を与えないこと。 

(4) 法人の機密事項を他に漏らさないこと。 

(5) 整理整頓、職場の清潔保持に努め、同僚に明るく接し、迷惑をかけないこと。 

(6) 安全衛生に関する事項を守り、事故防止に努めること。 

(7) 法人の設備、機械、器具、物品、製品、書類、記録媒体等を大切に取り扱うこと。 

(8) 身だしなみを整え、所定の服装を守り、従業員としての自覚をもって行動するこ

と。 

(9) 与えられた仕事は責任をもって遂行すること。 

(10) 他の従業員と相互に協力して、法人の業務の円滑な遂行に努め、利己的態度をと

らないこと。 

(11) この規程及び法人の指揮命令に従うこと。 

(12) その他、業務の正常な運営を妨げ若しくは職場の秩序を乱し、又は関係者等に不

快感を与えるような行為を行わないこと。 

 

   （ハラスメント行為の禁止） 

第 47 条 従業員は、他の従業員の権利及び尊厳を尊重し、セクシュアルハラスメン

ト（性的な言動により他の従業員の働く環境を悪化させ能力の発揮を妨げる等の行
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為により、他の従業員の職業生活を阻害する行為）、パワーハラスメント（職務上の

地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神

的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為）及び職場内でのいじめその

他これらに該当すると疑われるような行為を行ってはならない。また、セクシュアル

ハラスメント又はパワーハラスメント等に対する従業員の対応により当該従業員の

労働条件につき不利益を与えることも禁止する。 

 

（遅刻、早退、欠勤等） 

 第 48 条 従業員は遅刻、早退若しくは欠勤をし、又は勤務時間中に私用で事業場から外 

出する際は、事前にリーダーもしくは事務局長に対し申し出るとともに、承認を受け

なければならない。ただし、やむを得ない理由で事前に申し出ることができなかった

場合は、事後に速やかに届出をし、承認を得なければならない。 

２ 前項の場合は、原則として不就労分に対応する賃金は控除する。 

３ 傷病のため継続して 5 日以上欠勤するときは、医師の診断書を提出しなければな

らない。 

第 9章 懲 戒 

（懲戒処分） 

第 49 条 懲戒の種類及び程度は、その情状により次のとおりとする。  

(1) 譴責…始末書を提出させて将来を戒める。 

(2)  減給…始末書を提出させて、減給する。ただし、1 回につき平均賃金の 1 日分の

半額、総額においては一賃金支払期の賃金総額の 10 分の 1 を超えない範囲でこ

れを行う。 

(3) 出勤停止…始末書を提出させ、14 労働日以内の出勤を停止する。その期間の賃

金は支払わない。 

(4) 諭旨解雇…懲戒解雇相当の事由がある場合で、本人に反省が認められるときは

退職届を提出するように勧告する。ただし、勧告に従わないときは懲戒解雇とする。 

(5) 懲戒解雇…予告期間を設けることなく即時解雇する。この場合において、労働基

準監督署長の認定を受けたときは、解雇予告手当を支給しない。 

2  懲戒は、従業員が、第 45 条（服務規律）その他この規則に違反したときに行うも

のとする。この場合において、当該非違行為に関する教育指導とともに前項第 1 号

から第 4 号又は第 5 号の順に段階的に行うものであり、各号の懲戒を行ったにもか

かわらず、改悛の見込みがなく、かつ、非違行為を繰り返す場合には、上位の懲戒を
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科することを原則とする。 

3  前項にかかわらず、従業員が次の各号のいずれかに該当するときは、諭旨解雇又は

懲戒解雇とする。ただし、情状により、前条に定める減給又は出勤停止とすることが

ある。 

(1) 正当な理由なく、欠勤が 14 日以上に及び、出勤の督促に応じない又は連絡が取

れないとき。 

(2) 故意又は重大な過失により、法人の施設、設備に損害を与える等、法人に重大な

損害を与えたとき。 

(3) 重要な経歴を偽り採用されたとき、及び重大な虚偽の届出又は申告を行ったと

き。 

(4) 正当な理由なく配転等の重要な職務命令に従わず、職場秩序を乱したとき。 

(5) 暴力、暴言その他の素行の不良で、著しく法人内の秩序又は風紀を乱したとき

（セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント等によるものを含む。）。 

(6) 法人及び関係先の重大な秘密及びその他の情報を漏らし、あるいは漏らそうと

したとき。 

(7) 法人及び法人の従業員、又は関係先を誹謗若しくは中傷し、又は虚偽の風説を流

布若しくは喧伝し、法人業務に重大な支障を与えたとき。 

(8) 刑罰法規の適用を受け、又は刑罰法規の適用を受けることが明らかとなり、法人

の信用を害したとき。 

(9) 会計、決算、契約にかかわる不正行為又は不正と認められる行為、職務権限の逸

脱等により、金銭、会計、契約等の管理上ふさわしくない行為を行い、法人に損害

を与え、その信用を害すると認められるとき。 

(10) 例え軽微な非違行為であっても、再三の注意、指導にかかわらず改悛又は向上の

見込みがないとき。 

(11) 第 8 章（服務）その他この規則及び諸規程に違反し、又は非違行為を繰り返し、

あるいは前各号に準ずる重大な行為があったとき。 

第 10章 安全衛生、雑則 

（就業禁止） 

第 50 条 法人は、次の各号のいずれかに該当する者については、法人が指定する医師の意見

を聴いた上で、その就業を禁止する。 

(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった者 

(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものに
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かかった者 

(3) 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるもの及び感染症予防法で定める疾

病にかかった者 

2  前項の規定にかかわらず、法人は、次の各号のいずれかに該当する者については、

その就業を禁止することがある。 

(1) 従業員の心身の状況が業務に適しないと判断したとき 

(2) 当該従業員に対して、国等の公の機関から、外出禁止又は外出自粛の要請があっ

たとき 

（健康診断等） 

第 51 条 常時雇用される従業員に対しては、毎年 1 回定期的に健康診断を行う。法人は、健

康診断の結果を本人に速やかに通知するとともに、異常の所見があり、必要と認める

ときは、就業を一定期間禁止し、又は配置転換を行い、その他健康保健上必要な措置

を命ずることがある。なお受診に要した時間は通常勤務をしたものとみなす。 

2  休憩時間を除き 1週間当たり 40 時間を超えて労働させた場合におけるその超えた

時間が 1 か月当たり 100 時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる従業員が申し

出たときは、法人は、医師による面接指導（問診その他の方法により心身の状況を把

握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。）を行う。 

3  従業員は、日頃から自らの健康の保持、増進及び傷病予防に努め、法人が実施する

健康診断、面接指導は必ず受診し、健康に支障を感じた場合には、進んで医師の診療

を受ける等の措置を講ずるとともに、法人に申し出てその回復のため療養に努めな

ければならない。 

 

  (災害補償) 

第 52 条 従業員が業務上の事由又は通勤により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合 

は、労働基準法（平成２２年法律第４９号）及び労働者災害補償法（昭和２２年法律 

第５０号）に定めるところにより、災害補償を行う。 

（規則の改廃） 

第 53 条 この規則は、関係諸法規の改定及び法人状況及び業績等の変化により必要がある

ときは、従業員の過半数を代表する者の意見を聴いて改訂することがある。 

 

  (委任) 

第 54 条 この規程に定めるもののほか、従業員の就業に関し必要な事項は、代表理事が別 

に定める。 
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  附 則 

1 この規程は、公布の日から施行し、平成 30 年 4 月 1 日から適用する。 

2 (就業規則附則)第 3 章 労働時間等(2017 年 7 月策定)については廃止する。 

 



 

規程改訂履歴 
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行政庁提出 
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2014 年 

4月 1 日 
1.0 新規作成 丹波 

14 年 

4月 1 日 
 
改訂履歴 

改訂年月日 版 改訂箇所・内容・理由等 起案者 決裁者 
行政庁提出 

年月日 

2015 年 

11 月 1日 
2.0 

業務の拡大に伴い、法人の実態に合わせ

た全体の見直し 
丹波 年 月 日 

2018 年 

4月 1 日 
3.0 

旧版第 41 条の廃止及びそれに伴う以降の

条項番号の変更、第 52 条及び第 54 条の
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内容の明確化に向けた文言等の見直し 

天野 
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4.0 

第 2 章、第 6 条、第 1 項、(4)の年金番号

を個人番号に変更。 

第 3 章、第 16 条、第 5 項、年次有給休暇

5 日間の取得促進の追加及びそれに伴う移

行の項番の変更 

第 3 章、第 16 条、第 11 項、年次有給休

暇の時間単位の取得の追加 

第 3 章、第 17 条、第 1 項、(6)夏季休暇
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8月 5 日 

2021 年 

11 月 1日 
5.0 

第 4 章、第 29 条（出張手当）の二重線抹消

の抹消線の削除 

第 4 章、第 31 条（割増賃金の額）の計算式

に於ける分子を「基本給」から「基本給＋

役職手当」へ変更 

天野 
2021 年 

11 月 1日 

年 月 日     年 月 日 
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